
第９回 兵庫県道路メンテナンス会議 
（平成２９年度 第１回） 

日時：平成 29年 6月 29日（木）14:00～ 

場所：兵庫県私学会館 大ホール 

議 事 次 第 

1. 開  会 

2. あいさつ

3. 幹事会報告（幹事長）

4. 議  事 

1. 兵庫県道路メンテナンス会議 規約改正  資料１ 

   説明者：事務局（兵庫国道） 

2. 平成２８年度兵庫県道路メンテナンス会議活動報告  資料２ 

   説明者：事務局（兵庫国道） 

3. 平成２９年度兵庫県道路メンテナンス会議活動計画  資料３ 

   説明者：事務局（兵庫国道） 

4. 持続可能なメンテナンスの実現  資料４ 

   説明者：整備局 

5. 予防保全による効果  資料５ 

   説明者：整備局 

6. 緊急に措置すべき施設の措置状況（Ｈ２６・２７・２８年度）  資料６ 

   説明者：事務局、各管理者 

7. Ｈ２８年度の点検実施速報  資料７ 

   説明者：事務局（兵庫国道） 

8. Ｈ２９年度点検計画  資料８ 

   説明者：事務局（兵庫国道） 

9. 橋梁の耐震化について  資料９ 

   説明者：事務局（兵庫国道） 

10. Ｈ２９地域一括発注について  資料 10 

   説明者：事務局（まちセン） 

11. 技術力の向上について（平成 29年度研修等の実施計画）   資料 11 

   説明者：事務局（兵庫国道・兵庫県） 

12. 広報活動について  資料 12 

   説明者：事務局（兵庫国道） 

13. その他

メンテナンス活動の表彰（インフラメンテナンス大賞）  資料 13 

   説明者：事務局 

小規模附属物点検要領・舗装点検要領について  資料 14 

   説明者：整備局 

橋、高架の道路等の技術基準の改正について   資料 15 

   説明者：整備局 

道路防災・橋梁ドクター制度  資料 16 

   説明者：整備局 

道路の老朽化パネルの展示   資料 17 

   説明者：事務局（兵庫国道） 

『ひょうご橋守隊』リーフレット  資料 18 

   説明者：事務局（まちセン） 

14. 意見交換

好事例の紹介、独自取組など





兵庫県道路メンテナンス会議 規約 

 

 

（名称） 

第１条 

本会は、「兵庫県道路メンテナンス会議」（以下、「本会議」という。）と

称する。 

 

（目的） 

第２条 

高度経済成長期に整備された大量の社会資本が、今後、急速に老朽化するこ

とを踏まえ、近い将来に大きな負担を生じることがないよう老朽化対策を着実

に推進する必要がある。 

本会議は、道路法第２８条の２の規定に基づき設置するもので、兵庫県内の

各道路管理者が、道路の維持管理についての情報共有や課題への連携を深め、

道路施設の適切な維持管理を図る仕組みづくりと体制を構築することを目的と

する。 

 

（事業） 

第３条 

本会議は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）道路施設の維持管理に係る意見調整・情報共有に関すること。 

（２）道路施設の点検、修繕計画等の調整に関すること。 

（３）道路施設の損傷事例や技術基準類等の共有に関すること。 

（４）その他、本会議の目的を達成するために必要な事項。 

  

（組織） 

第４条 

１ 本会議は、第２条の目的を達成するため、兵庫県内における高速自動車国

道、一般国道、県道及び市町道の各道路管理者及び本会議が必要と認めるも

ので組織する。 

２ 本会議には、会長及び副会長を５名置くものとし、構成は「別表－１」の

とおりとする。 

  ただし、必要に応じ会長が指名するものの出席を求めることができる。 

３ 会長に事故等があるときは、副会長がその職務を代行する。 

４ 本会議には、高速自動車国道、一般国道、県道及び市町道の各道路管理

者等の代表者からなる、幹事会を置くものとし構成は「別表－２」のとお

りとする。 

  ただし、必要に応じ会長が指名するものの出席を求めることができる。 
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５ 本会議における下部組織として高速自動車国道、一般国道、県道及び市

町道の各道路等管理者の代表者からなる跨道橋連絡会議を置くものとする。 

  なお、跨道橋連絡会議会則は別途定めるものとする。 

６ 本会議における下部組織として高速自動車国道、一般国道、県道及び市

町道の各道路管理者等の代表並びに近畿運輸局、道路と交差する鉄道事業

者からなる道路鉄道連絡会議を置くものとする。 

  なお、道路鉄道連絡会議規約は別途定めるものとする。 

 

（幹事会） 

第５条 

幹事会は、会長の招集により開催するものとし、次の事項について調整する。 

（１）本会議の運営全般についての補助、会員相互の連絡調整 

（２）本会議における協議議題の調整 

（３）規約の策定・改正・廃止等に係る調整 

（４）その他、本会議の運営に際し必要となる事項の調整 

 

（書面決議） 

第６条  

 本会議において議決が必要な場合、会長の判断により、本会議を開催せずに

書面評決により議決することができ、多数決をもって成立とする。 

 

（事務局） 

第７条  

１ 会議の運営に関わる事務を行わせるため、事務局を置く。 

２ 事務局は、主担当及び副担当を置くものとし、構成は「別表－１」のとお

りとする。 

 

（規約の改正） 

第８条 

本規約の改正等は、本会議の審議・承認を得て行うことができる。 

 

（その他） 

第９条 

本規約に定めるもののほか必要な事項はその都度協議して定めるものとする。 

 

（附則） 

本規約は、平成 26年６月 26日から施行する。 

本規約は、平成 26年 12月 19日に改正する。 

本規約は、平成 27年 6月 01日に改正する。 



本規約は、平成 28年 1月 20日に改正する。 

本規約は、平成 28年 6月 27日に改正する。 

本規約は、平成 29年 1月 16日に改正する。 

本規約は、平成 29年 6月  日に改正する。 



 
 

兵庫県道路メンテナンス会議 本会議名簿 
会員 

所属 役職 備考 

国 

国土交通省 近畿地方整備局兵庫国道事務所 所長 会 長 

  〃     〃    姫路河川国道事務所 所長 副会長 

  〃     〃    豊岡河川国道事務所 所長 副会長 

県 

兵庫県 県土整備部 県土企画局 技術企画課 課長  

 〃   〃    土木局 道路企画課 高速道路推進室 室長  

〃   〃     〃  道路街路課 課長  

〃   〃     〃  道路街路課  街路担当参事  

 〃   〃     〃  道路保全課 課長 副会長 

市町 

神戸市 建設局 道路部 工務課 課長 副会長 

姫路市 建設局 道路管理部 長寿命化推進課 課長 副会長 

尼崎市 都市整備局 土木部 道路維持担当課 課長  

明石市 都市局 道路安全室 道路管理課 修繕担当課長  

西宮市 土木局 道路公園部 道路補修課 課長  

洲本市 都市整備部 建設課 課長  

芦屋市 都市建設部 道路課 課長  

伊丹市 都市交通部 道路室 道路保全課 課長  

相生市 建設農林部 都市整備課 課長  

豊岡市 都市整備部 建設課 課長  

加古川市 建設部 道路保全課 課長  

赤穂市 建設経済部 建設課 課長  

西脇市 都市整備部 土木課 課長  

宝塚市 都市安全部建設室 道路管理課 課長  

三木市 まちづくり部 道路河川課 課長  

高砂市 まちづくり部 土木管理室 建設課 課長  

川西市 みどり土木部 道路公園室 道路管理課 課長  

小野市 地域振興部 道路河川課 課長  

三田市 地域振興部 地域整備室 道路河川課 課長  

加西市 都市整備部 土木課 課長  

篠山市 まちづくり部 地域整備課 課長  

養父市 まち整備部 建設課 課長  

丹波市 建設部 道路整備課 課長  

南あわじ市 建設部 建設課 課長  

朝来市 都市環境部 建設課 課長  

淡路市 都市整備部 建設課 課長  

宍粟市 建設部 建設課 課長  

加東市 まち・農整備部 土木課 課長  

たつの市 都市建設部 建設課 課長  

猪名川町 まちづくり部 建設課 課長  

多可町 建設課 課長  
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稲美町 地域整備部 土木課 課長  

播磨町 土木グループ 統括  

市川町 建設課 課長  

福崎町 まちづくり課 課長  

神河町 建設課 課長  

太子町 経済建設部 まちづくり課 課長  

上郡町 建設課 課長  

佐用町 建設課  課長  

香美町 建設課 課長  

新温泉町 建設課 課長  

財団 (公益財団)兵庫県まちづくり技術センター  技術参事兼まちづくり推進部長  

公社 
兵庫県道路公社 技術部 副部長  

神戸市道路公社 道路管理部 管理課 課長  

高速

道路

会社 

西日本高速道路株式会社 関西支社 神戸高速道路事務所 所長  

〃        〃   大阪高速道路事務所 副所長  

〃        〃   福崎高速道路事務所 副所長  

〃        〃   福知山高速道路事務所 副所長  

〃        〃   姫路高速道路事務所 副所長  

〃        〃   第二神明道路事務所 副所長  

西日本高速道路株式会社 中国支社 津山高速道路事務所 副所長  

阪神高速道路株式会社 神戸管理部 保全管理課 課長  

本州四国連絡高速道路株式会社 神戸管理センター 所長  

〃        鳴門管理センター 副所長  

 
オブザーバー 

 所属 役職 備考 

国 
国土交通省 近畿地方整備局 道路部 道路保全企画官  

  〃     〃     地域道路課 課長  

高速道

路会社 

西日本高速道路株式会社 関西支社 保全サービス統括課 課長  

阪神高速道路株式会社 保全交通部 保全調整・点検課 担当課長  

 
事務局 
 所属 担当 

事 
務 
局 

国土交通省 近畿地方整備局 兵庫国道事務所 管理第二課 主担当 

  〃     〃     姫路河川国道事務所 道路管理第二課 副担当 

  〃     〃     豊岡河川国道事務所 道路管理課 副担当 

兵庫県 県土整備部 土木局 道路街路課 国道・橋梁班  副担当 

〃    〃   〃    〃  街路班(市町道担当) 副担当 

神戸市 建設局 道路部 工務課 副担当 

(公益財団)兵庫県まちづくり技術センター まちづくり推進部 副担当 

西日本高速道路株式会社 関西支社 神戸高速道路事務所 統括課 副担当 

阪神高速道路株式会社 神戸管理部 保全管理課 副担当 

本州四国連絡高速道路株式会社 神戸管理センター 計画課 副担当 



 
 

兵庫県道路メンテナンス会議 幹事会名簿 
幹事 

所属 役職 備考 

国 

国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 副所長 幹事長 

  〃     〃    姫路河川国道事務所 副所長 副幹事長 

  〃     〃    豊岡河川国道事務所 副所長 副幹事長 

県 

兵庫県 県土整備部 県土企画局 技術企画課 県土政策班 主幹  

 〃   〃    土木局 道路企画課 高速道路推進室 事業推進班 班長  

 〃   〃    〃  道路保全課 保全班 主幹 副幹事長 

〃   〃     〃  道路街路課 街路班 主幹  

市町 

神戸市 建設局 道路部 工務課  係長  

尼崎市 都市整備局 土木部 道路維持担当課 係長  

三田市 地域振興部 地域整備室 道路河川課 係長  

稲美町 地域整備部 土木課 係長  

加西市 都市整備部 土木課 課長  

福崎町 まちづくり課 課長  

宍粟市 建設部 建設課 係長  

香美町 建設課 課長  

丹波市 建設部 道路整備課 係長  

洲本市 都市整備部 建設課 係長  

財団 (公益財団)兵庫県まちづくり技術センター まちづくり推進部 市町計画課 課長  

公社 
兵庫県 道路公社 技術部 保全課 課長  

神戸市道路公社 道路管理部 管理課  係長  

高速

道路

会社 

西日本高速道路株式会社 関西支社 神戸高速道路事務所 統括課 課長  

阪神高速道路株式会社 神戸管理部 保全管理課 担当課長  

本州四国連絡高速道路株式会社 神戸管理センター 計画課 課長  
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機密性２情報 
平成２８年度 兵庫県道路メンテナンス会議 活動報告 

メンテナンス会議 道路鉄道連絡会議 跨道橋連絡会議 メンテナンス年報 支援講習など 

4月 
5月 H27年度 点検・診断結果 

（国・高速） 

6月 
6／20 

第1回 幹事会 H27年度 点検・診断結果 
（地公体） 6／27 

第1回 メンテナンス会議 

7月 
8月 8／18 

第1回 事務局会議 

9月 9／2 
第1回 跨道橋連絡会議 

9／12 
メンテナンス年報 

（平成27年度 公表） 

10月 
11月 
12月 12／20 

第2回 幹事会 

1月 1／16 
第2回 メンテナンス会議 

1／30 
第1回 道路鉄道連絡会議 

1／13 
兵庫県道路橋 

メンテナンス講習会 

2月 2／2 
トンネル勉強会 

3月 確認書の締結 H28 実施見込み 
ロングリスト更新 

3／22 
技術相談会 

kk535123
長方形

kk535123
タイプライターテキスト
資料２



機密性２情報 

メンテナンス会議 道路鉄道連絡会議 跨道橋連絡会議 メンテナンス年報 支援講習など 

4月 

5月 5／25 
第1回 幹事会 

H28年度 点検・診断結果 
（国・高速） 

6月 6／29 
第1回 メンテナンス会議 

H28年度 点検・診断結果 
（地公体） 

7月 
予定 

メンテナンス年報 
（平成28年度 公表） 

8月 第1回 事務局会議 

9月 第1回 跨道橋連絡会議 

10月 

11月 

12月 

1月 第2回 幹事会 第1回 幹事会 兵庫県道路橋 
メンテナンス講習会 

2月 第2回 メンテナンス会議 第1回 道路鉄道連絡会議 

3月 確認書の締結 H29年度 実施見込み 
ロングリスト更新 技術相談会 

平成２９年度 兵庫県道路メンテナンス会議 活動計画 

確認書調整 

点検結果 
にもとづく 
修繕実施 
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

持続可能なメンテナンスの実現

資料２
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メンテナンスのセカンドステージへ
現状と課題

○全国７３万橋のうち、約７割の４８万橋を市町村が管理
○これまで約３割の１２万橋について点検が完了
○点検は概ね計画通り進捗しているが、以下の課題が顕在化

修繕の着実な実行に必要な予算の安定的な確保が必要

修繕等の着実な実行に必要な体制の強化が必要

財政力指数が１．０未満の市町村は点検実施率が低く、要修繕橋梁の割
合が高い傾向であり、約６割の市町村が、現在の予算規模ではメンテナン
スサイクルを回せないとの見通し

橋梁管理に携わる土木技術者が存在しない市町村は減少傾向であるが、
町の約３割、村の約６割で橋梁管理に携わる土木技術者は存在しない

今後の方策 ：今回審議

①予防保全を前提としたメンテナンスの計画的な実施

予防保全による将来の維持管理費用の縮減
各道路管理者が策定・改正する個別施設計画※に反映（Ｈ32まで）

②新技術の導入等による長寿命化・コスト縮減

非破壊検査等の点検・補修技術について、現場への導入を推進

④集約化・撤去による管理施設数の削減

利用状況等を踏まえ、必要に応じて橋梁等の集約化・撤去について検討

※個別施設計画：インフラ長寿命化基本計画（H25.11）及び国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）に基づき、各道路管理者
が定める個別施設毎の長寿命化計画（地方公共団体の個別施設計画はH32までに策定）

③過積載撲滅に向けた取組の強化

動的荷重計測（Weigh-in-motion）による自動取締りについて真に実効性を上げる取組
の強化など、更なるメリハリの効いた取組を推進

（H28.10.25第56回基本政策部会の再掲）

⑤適正な予算等の確保

地方における維持管理の費用負担について支援する仕組みを検討
予算拡充の必要性について国民の理解を得る必要

⑥地方への国の関わり方

技術的支援の継続・充実
直轄国道事務所や研究機関による地域の実情に応じた技術的支援体制を構築
地方の維持管理に関する支援や関わりについては、全国横断的な判断による路線の
重要性や予防保全への取組状況等に応じた支援のあり方を検討

財政力指数

26%
（1,671）

36%
（64）

12%
（1,463）

10%
（52）

0%

10%

20%

30%

40%

1.0未満 1.0以上

点検実施率

要修繕橋梁の割合

※（）内は団体数

■財政力指数と橋梁点検実施率の関係
(H26～H27)

■市町村の施設管理に関するアンケート

42%
58%

はい

いいえ

問：定期点検により判定Ⅲ（早期に措置を講ずべき
状態）の橋梁について、現在の予算状況を踏ま
えると５年以内の措置は可能でしょうか。

※有効回答数：N=1,684団体

（出典）道路局調べ（H28.9）

0% 50% 100%

分類 ４

分類

分類 2

分類 3

0人 1人～

市

町

村

9% 91%

29% 71%

63% 37%

有効回答数N=1,721

23% 77%市町村

0% 50% 100%

分類 ４

分類

分類 2

分類 3

0人 1人～

市

町

村

8% 92%

26% 74%

64% 36%

有効回答数N=1,721 （出典）道路局調べ

22% 78%市町村

＜平成26年11月時点＞ ＜平成28年9月時点＞

■橋梁管理に携わる土木技術者数の推移

※前回資料を元に意見を踏まえ一部修正 1

持続可能なメンテナンスの実現

点検結果に基づいた修繕の確実な実施への支援が重要



予防保全を前提としたメンテナンスの計画的な実施

■個別施設計画策定状況 （平成２８年度末時点速報値、一部見込みを含む）

＜橋梁（２ｍ以上）＞ ＜トンネル＞ ＜大型の構造物＞

※（ ）は団体数 ※市町村は特別区を含む ※割合は個別施設計画策定対象の施設を管理する団体数により算出
※大型の構造物は横断歩道橋、門型標識、シェッド、大型カルバートであり、いずれかの施設を管理している団体においていずれかの施設の個別施設計画が策
定されていれば策定済みとしている

予防保全によるコスト縮減やメンテナンスの計画的な実施に関する地方公共団体の支援を引き続き実施

・個別施設計画（道路）の策定期限
⇒国：H28年度（策定済）
⇒地方公共団体：H32年度

100%

100%

75%

64%

65%

0% 25% 50% 75% 100%

高速道路会社

国

都道府県・

政令市等

市町村

全国

100%

100%

74%

20%

28%

0% 25% 50% 75% 100%

高速道路会社

国

都道府県・

政令市等

市町村

全国

100%

100%

30%

0% 25% 50% 75% 100%

高速道路会社

国

都道府県・

政令市等

市町村

全国

（ 10 ） （ 10 ） （ 10 ）

（ 6 ） （ 6 ） （ 6 ）

（ 97 ） （ 89 ） （ 92 ）

（ 615 ）

（ 723 ）

（ 606 ）

（ 711 ）

（1,715）

（1,828）

（ 10 ）

（ 6 ）

（ 10 ）

（ 6 ）

（ 10 ）

（ 6 ）

（ 73 ） （ 66 ） （ 51 ）

（148）（119）（1,098）

（1,187） （201） （215）

国（地方整備局） 国（地方整備局） 国（地方整備局）

メンテナンスの計画的実施予防保全を前提としたメンテナンス

■インフラ長寿命化計画の体系

■将来修繕費用の方向性
インフラ長寿命化基本計画

【国】
（平成25年11月策定）

インフラ長寿命化計画
【国交省】

（平成26年5月策定）

インフラ長寿命化計画
【地方公共団体】

（平成28年度までに策定）
公共施設等
総合管理計画＝

道路 河川 空港

基
本
計
画

行
動
計
画

個
別
施
設
計
画

公共施設等総合管理計画
の策定指針（総務省）

大
型
の
構
造
物

ト
ン
ネ
ル

橋

梁

道路 河川 空港

大
型
の
構
造
物

ト
ン
ネ
ル

橋

梁
・・・ ・・・

事後保全型 予防保全型

（兆円/年）
予防保全の導入
によりコスト縮減

基準類の充実や
新技術導入等
によるコスト縮減

予防保全： 個々の道路環境を踏まえて、道路管理者が定期的に点検・診断を行い、最小の
ライフサイクルコストで安全・安心やその他の必要なサービス水準を確保する維
持管理の考え方

２

予防保全により将来の維持管理費用を縮減 全道路管理者は、定期的な点検・診断の結果に基づき個別施設計画
を策定（地方公共団体は平成３２年度までに策定予定）

市町村では、平成２８年度末時点で橋梁で約６割、トンネル、大型の構
造物はともに約２割の団体で策定見込み

55%

24%

基準類の充実・
新技術導入等

※予防保全は、健全度Ⅱ、Ⅲを健全度Ⅰに補修
事後保全は、健全度Ⅳを健全度Ⅰに補修

健

全

度

経 過 年 数

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ 更新
（100年後）

予防保全型の管理
事後保全型の管理

機能停止または
事故発生

■メンテナンスイメージ
橋梁修繕単価の変化
〔Ⅱ→Ⅰを1とした場合〕

（１橋あたり）

約25倍

約4倍

1

Ⅱ→Ⅰ Ⅲ→Ⅰ Ⅳ→Ⅰ
（更新）

※橋梁修繕単価は、国の過年度
修繕実績より設定

※Ⅳ→Ⅰについては、実績が少な
いため更新費の実績より設定



ひび割れの進展等

ひび割れ

新技術の導入等による長寿命化・コスト縮減

設計基準※や点検要領の改定

補修・補強に関する基準類を検討

舗装修繕工事やＰＣ橋梁等、
他分野へ展開

○ 部材毎の設計耐久期間を設定
○ 支承、伸縮装置、その他耐久性設計にて交換

を前提とする部材は、交換が容易な構造とす
ることを規定

コンクリートの保護塗装後
に剥離した例

鋼板接着により補強されたコン
クリート床版が抜け落ちた例

長寿命化を実現するための技術基準等 新技術による効率的・効果的なメンテナンスの実現

ＩＴモニタリング（維持管理におけるi-Bridgeの推進）

新技術の評価・普及

【具体的活用場面（例）】

コンクリート桁等の塩害の進行の確認

塩分浸透速度を計測し、耐久性設計が当初

見込み通りか確認する取組みを試行
深さ方向のリングの腐
食電流を感知することで
塩化物浸透深さを計測

【具体的活用場面（例）】

補修、補強後の効果の確認等

熊本地震で被災した橋梁等で試行

例）シート及び躯体を含む断面内のひず

み分布をモニタリングし、効果を確認

圧着型塩害センサー

具体の橋梁においてＩＴモニタリングの試行を実施

※ 改良点

NETISテーマ
設定型
（改良型※）
＜技術調査課と連携＞

技
術
公
募

現
場
試
行

要求性能
の提示

テーマ
設定

要求性能の
達成状況の
確認・評価

評価
結果
の公表

意見募集

＜今後の取り組み事例＞

道路管理者のニーズに基づき、テーマを順次拡大

高機能ＰＣ鋼材技術
路面下空洞調査技術

路面性状を簡易に
把握可能な技術

○ 平成26年度に全国統一の点検要領を策定し、全道路管理者において実施中
○ 点検により得られた新たな知見を設計基準や点検要領に反映し、長寿命化を

図る必要

道路橋の設計基準※を改定

点検結果を踏まえた基準類の見直し

技術基準等の充実や新技術の導入により、長寿命化・コスト縮減を図る

長期保証契約の拡大

補修・補強の考え方

○ これまで補修・補強の統一的な考え方がなく、個々に
検討、実施

○ 一部には再劣化が発生し、更なる措置を実施
（コスト増の要因）

○ 新設舗装工事で実施中
○ 供用開始後の表層の初期変状を規定値内とす

ることにより、劣化の進行速度を抑制し、使用年
数を長期化しようとする契約方式

※橋、高架の道路等の技術基準（道路技術小委員会において審議中）

橋軸方向のひび割れ

（例）

特殊な形状のＰＣポステン桁の一部でひ
び割れが確認されたことを踏まえ、設計
基準でひび割れ防止対策を充実

3

維持管理に配慮した設計基準の見直し（例）
供用後５年程度での劣化等の進行状況を確認することにより、設計

供用期間１００年の実現に向けた適切な措置を行う

補修、補強後の対策効果の持続性や耐久性向上の効果を確認する

ことにより、長寿命化の実現に向けた適切な措置を行う

新技術の普及には各技術をユーザーの視点で評価することが必要

このため、要求性能に基づく新技術の公募・評価の新たな取組みを開始

※橋、高架の道路等の技術基準（道路技術小委員会において審議中）

光ファイバセンサ

《橋軸方向のひずみ計測》

炭素繊維シート設置範囲

光ファイバセンサ



集約化・撤去による管理施設数の削減

集約化･撤去に対するニーズと課題

橋などの高齢化に対し、約2割の方が「集約や撤去を進める」と回答
集約化・撤去を進めていく上で「予算確保」「事例共有」が課題

地方公共団体が管理する橋梁延長が増加している一方で
通行止め橋梁数が増加

維持管理に関する負担の増加

■ 補助制度の拡充

維持管理費の負担増が想定されるなか、利用状況等を踏まえ、
橋梁等※の集約化・撤去を推進

道路施設の集約化・撤去

（km）

１５m以上の橋梁延長の推移
（地方公共団体管理）

※道路統計年報

無名橋126（愛知県あま市）

通行止め橋梁

長尾小学校前歩道橋
（兵庫県宝塚市）

379

545

300

400

500

600

H25 H26 H27 H28

（橋）

通行止め橋梁の推移
（地方公共団体管理）

※H29.4 道路局調べ

■集約化・撤去の事例②（北海道開発局）

道路附属物の集約化

（不要となった標識柱

の撤去）

58%

40%
45%

31% 28%

14% 12%
4%

9%

0%

20%

40%

60%

撤
去
費
が
確
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で
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な
い

迂
回
路
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い
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が
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い
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づ
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明
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者
と
の
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整
に
手
間
が
か
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そ
の
他

調査対象：全国の市区町村 有効回答数：1,674団体
※有効回答を得た団体にて集計 ※特別区含む

《設問》道路施設の集約化・撤去に
あたってどのような課題があるか
（複数回答可）

道路に関する世論調査

18.7%

7.8%

48.4%

20.8%

1.2% 0.3% 2.9%

補修するよりも
積極的に更新
を進める

傷みが大きく
なってから補
修し、必要に
応じて更新

傷みが小さいうちに
予防的な補修（でき
るだけ長持ちさせる）

特に補修はしない
（利用できなくても
やむを得ない）

維持修繕を行う
対象を絞って、
集約や撤去を
進める

その他

わからない

《設問》橋などの高齢化が今後進んでいくが、こ
れらの橋などについて、どのように維持や修繕、
更新を行うべきか

該当者
数

1,815
人

集約化・撤去に関する地方公共団体アンケート

6,698 

7,503 

6,000

6,400

6,800

7,200

7,600

H17 H20 H23 H26

（H28.9道路局調査）（H28.9内閣府調査）

課題への対応

「予算確保」として、平成29年度より補助制度を拡充
「事例共有」として、優良な取組み事例をメンテナンス会議等で紹介

■ 事例紹介の実施

取組み事例を道路メンテナンス

会議やホームページ等で紹介

事例紹介の内容
・背景と経緯、事業概要
・撤去にあたっての地域
の合意形成
・協議先とその時期
・課題解決方法 など

大規模修繕・更新補助制度に集約化・撤去※を対象として拡充

※撤去については、集約化に伴って実施する他の構造物の撤去に限る

※橋梁以外の道路附属物についても、必要に応じて集約化・撤去を実施

予算確保 事例共有

■集約化・撤去の事例①（徳島県徳島市）

３本の単柱標識 １本の単柱標識

隣接橋に接続する道路の改良

○迂回路の「交差点改良」や「道路拡幅」を実施し、通行止めとなっている
老朽橋を「撤去」

「撤去」 「交差点改良」

左折可能左折
困難

整備前 整備後

整備前 整備後

整備前 整備後

集約後集約前

車道機能を隣接橋

に集約し、人道橋に

リニューアル

4



１，０００

２，０００

５００

１，５００

建
設
費
＋
補
修
費

（
百
万
円

）

０

1962
(S３７)

1961～1980
(S３６～５５)

1980
(S５５)

1995
(H７)

2002
(H１４)

2011
(H23)

切削オーバレイ

切削オーバレイ

舗装打換

切削オーバレイ

As舗装
（50年）

Co舗装
（50年）

約５０年

○ 点検・診断の効率化・省力化等に資する民間の

技術開発が進展

○ 要求性能を満たす民間技術について、現場導入

を積極的に推進

適正な予算等の確保

北海道紋別市
（135橋）

山口県山口市
（1,320橋）

現在の費用 0.24億円／年 0.33億円／年

将来の費用
50～60年間の
推計値を年平均

1.4億円／年 1.1億円／年

○ インフラ長寿命化基本計画に基づく、将来必要なメンテナンス費用

（橋梁）の推計値を公表している自治体が存在。

6

○将来必要となる予算規模の把握が重要

○現行の予算規模では、今後、適切な管理が困難となる恐れ（特に地方公共団体）

⇒予算規模を把握し、長寿命化や新技術の導入等による維持管理・更新費用の縮減を図りつつ、適正な予算の安定的な確保が必要

将来必要となる予算規模の把握

新技術の導入によるメンテナンス費用の縮減

5

■橋梁修繕費用の将来推計事例

地方公共団体における道路施設の適正な管理を実施するため、補助事業※と一体的に

実施する地方単独事業（長寿命化等）に対する地方財政措置を平成２９年度より拡充

＜これまで＞ 90%

10%

起債 一般財源

90%

10%

起債 一般財源

起債に対する
交付税措置30%

＜平成29年度より＞

実質的な地方負担 100%

実質的な地方負担 73%

交付税措置
0%

地方におけるメンテナンス費用の支援

(交付税措置率０％→３０％)※社会資本整備総合交付金事業を含む

地方財政措置対象事業例

・舗装の表層に係る補修（切削、オーバーレイ、路上再生等）

・小規模構造物（道路照明施設、道路標識、防護柵等）の補修・更新

＜舗装のオーバーレイ＞ ＜防護柵の取替＞

■コスト縮減の試算例
（コンクリートのうきを調べる非破壊検査技術）

非破壊検査導入前後の検査費用の比較

＜全国の橋梁の平均橋面積（218㎡）あたりの検査費用＞

※ 土木設計業務等標準積算基準、建設物価（2017.1）、H29技術者単価、H29労務単価より算出
※ 非破壊検査によるスクリーニング率を3%と仮定（H27年度試行結果より）
※ 平成28年度に「橋梁における第三者被害予防措置要領(案)」を改定し、平成29年度、「次世代社

会インフラ用ロボット現場検証委員会」において評価された技術を用いて非破壊検査を試行予定

0

50

100

打音検査 非破壊検査

（千円）
約2割約11万円

約8万円

導入前
（全て打音）

導入後
（非破壊スクリーニング

＋打音）

基準類の充実によるＬＣＣ※の縮減

※ 国道20号東京都八王子市追分町～高尾町（延長約4km）の事例における試算
※ 上記LCCは建設費及び補修費の累計額 （Ａｓ舗装のLCCは、Co舗装区間の近傍区間において算出）

・平成２３年原単価を用いた直接工事費ベース
・目地補修等の維持的補修工事は含まない

○ 長寿命化を実現するための技術基準等の整備や

長期保証契約の適用を推進

○ ＬＣＣ縮減に寄与する構造等の適材適所での採用

■ＬＣＣの試算例（コンクリート舗装の採用）

切削ｵｰﾊﾞﾚｲ

切削ｵｰﾊﾞﾚｲ

切削ｵｰﾊﾞﾚｲ

As舗装
（50年）

Co舗装
（50年）

凡　　　例

アスファルト舗装

コンクリート舗装

アスファルト舗装
舗装打換

コンクリート舗装

建
設
費
＋
補
修
費
（
百
万
円
）

2,000

1,500

1,000

500

0

※ＬＣＣ：ライフサイクルコスト

【出典】 紋別市公共施設等総合管理計画（行動計画）、紋別市橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画）

山口市公共施設等総合管理計画（行動計画）、山口市長寿命化修繕計画（個別施設計画）

※現在の費用及び管理橋梁数（〇〇橋）は、行動計画より。（一部、道路局にて端数処理を実施）

※将来の費用は、個別施設計画で推計した橋梁修繕費の累積額（予防保全）を、試算年数で割り戻し道路局にて算出。

香川県東かがわ市
（284橋）

長野県中野市
（203橋）

現在の費用 0.36億円／年 0.1億円／年

将来の費用
40年間の

推計値を年平均
1.6億円／年 1.3億円／年

■橋梁更新費用の将来推計事例

※行動計画において道路の推計値を算出しているのは、市町村全体の約５％。
※各地方公共団体の推計値は、累計年数（推計期間）や対象橋梁の範囲が異なる。

【出典】 東かがわ市公共施設等総合管理計画（行動計画）

中野市公共施設等総合管理計画（行動計画）

※現在の費用及び将来の費用は、行動計画より。（一部、道路局にて端数処理を実施）

【参考】
橋梁補修費
（市町村道）

【出典】道路統計年報2016
※橋梁補修費（市町村道）を、
市町村数で割り戻して算出

0.33億円／年



人員不足・技術力不足 情報の共有化

業務・工事発注 点検・診断及び
修繕計画の立

案等
研修 新技術 好事例

特殊構造物

点検

診断

措置

記録

地方への国の関わり方

地方公共団体における人員・技術力不足に対応するため、これまで、
道路メンテナンス会議等を通じて、各種の技術支援を実施

■これまでの技術的支援メニューと充実すべき取組

：今後さらに充実すべき取り組み

直
轄
診
断

修
繕
代
行

一
括
発
注 研

修
等
の
開
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事
例
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集
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メニュー
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サイクル
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技
術
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等
に
よ
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技
術
支
援

（工
法
等
の

助
言
）

技
術
情
報
の
提
供

これまでの取組みと課題 取組みのさらなる充実（例）

技術者派遣

直轄国道事務所等による支援国の判定会議の様子

■判定区分割合の分布※1 （国：地域別、地方公共団体：都道府県別）

Ⅰ 構造物の機能に支障が生じていない状態
Ⅱ 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保

全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
Ⅲ 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期

に措置を講ずべき状態
Ⅳ 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可

能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

64%

77%

27%

1%
12%

25%

7%
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

65%

53%

17%

0%

30% 27%

3%0

20

40

60

80

100

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

分布の範囲（国）

分布の範囲（地方公共団体※2）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
※1 平成26,27度点検結果より
※2 都道府県及び市町村

判定区分
＜技術支援の例＞

例）国土技術政策総合研究所に熊本地
震復旧対策研究室を設置（H29.4.1）
し、復興事業の技術支援を充実

6

点検・診断及び修繕計画の立案等、専門性が求められる業務について
市町村の人員・技術力不足への支援を充実する必要

インフラメンテナンス国民会議の取り組みの一環として、橋梁管理に携わる
土木技術者が不足している市町村に専門技術者を派遣する制度を構築

○ 地方公共団体への支援の充実に向けて、直轄国道事務所や研究機関の
体制強化が必要

○ 直轄のノウハウを地方等へより効果的に共有する仕組みの検討

○ 点検・診断の質の更なる確保を図るため、技術力向上の取組の充実を検討
○ 地方公共団体の診断結果の判定精度を確保する仕組みを検討

地方公共団体の診断結果にはバラツキが多い傾向

熊本地震における地方公共団体
管理施設の被害状況調査

直轄診断（三島大橋）

技術者／ボランティア
データベース

運営主体（協議会等）

課題、仕組みの検討、場の提供 など

必要な技術レベルと
適切な技術者のマッチング

（道路メンテナンス会議、県技術センターなど）
○診断が難しい

○診断結果に基づく修繕
計画策定が困難

市町村等

メンテナンスの課題

○人員不足 など

地方大学・企業・団体等

技術者派遣

仕組みのあり方
について議論

評価・依頼

インフラメンテナンス国民会議

技術者派遣の制度化

他地域に展開

事例の
フィードバック

○○地域



道路メンテナンス年報の公表
⇒点検の実施状況、結果の公表による理解の醸成

老朽化パネル展、親子学習会、副読本
⇒老朽化の現状、メンテナンスの重要性の訴求

長寿橋梁式典
⇒「大切に長く使う」といった理念の普及

国民への周知・理解の醸成

メンテナンス活動の表彰
⇒様々な主体（産学官民）、複数の主体によるメンテナンス活動を表彰し、

公表（インフラメンテナンス国民会議による「インフラメンテナンス大賞」との連携）

道路占用物件のメンテナンスの取組みの「見える化」
⇒占用事業者による点検の実施状況、結果の公表に向けた調整

埋設管の老朽化に伴う道路陥没 占用工事が起因する路面損傷

親子で橋梁点検を体験

地域の方々と長寿橋梁を祝う式典等

山口県周南市での取組み事例（しゅうニャン橋守隊）

これまでの取組み 取組みのさらなる充実（例）

7

道路構造物の老朽化の現状や、メンテナンスの活動等の「見える化」を充実させ、国民の理解と協働の取組みを推進

萬代橋130周年シンポジウムの開催

新潟県 萬代橋 東京都 千住大橋

千住大橋の長寿を祝う会の開催

小学生の副読本を作成道の駅や公共施設等での
パネル展



項目 短期的な取組み（H28～H29） 中長期的な対応（H30～）

予防保全を前提としたメンテ
ナンスの計画的な実施

集約化・撤去による管理施設
数の削減

新技術の導入等によるコスト
縮減

過積載撲滅に向けた取組の
強化
（H28.10.25第56回基本政策部会の再掲）

適正な予算等の確保

地方への国の関わり方

今後の進め方（主な取組）

限られた予算・人的資源のもと、持続可能なメンテナンスを実現

計画的なメンテナンスの実施個別施設計画の策定（国・高速：～H28）

その他の道路構造物へ展開

評価技術の現場導入及び公募テーマの拡充

参考事例の収集・共有

地方財政措置の拡充（H29～）

※点検・修繕の進捗に伴い、随時計画を更新

過積載の動向を踏まえ順次取締基準を強化（基準について物流小委員会で今後議論）

新技術を公募し、実施・評価する新たな
取組みを開始

制度の構築・運用

直轄診断等による技術的支援の実施

直轄国道事務所や研究機関による技術的支援体制の構築

個別施設計画の策定支援（地方公共団体：～H32）

長寿命化を実現するための技術基準等の策定（橋梁）

荷主情報の聴取（H28～） 荷主も関与した特車許可申請の仕組みを検討

H32
過積載を半減

大規模修繕・更新補助制度に集約化・撤去を対象として拡充（H29～）

技術者派遣制度の検討

路線の重要性や予防保全への取り組み状況等に応じた支援のあり方を検討

点検結果の蓄積・コスト縮減策を踏まえ将来必要投資額の検討

８

ファーストステージ
(計画的な点検・診断のしくみづくり)

セカンドステージ
(点検データ等を生かした戦略的・効率的な修繕等の推進)

持
続
可
能
な
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
実
現



予防保全による効果

■予防保全によるＬＣＣ削減効果 〔直轄橋梁の事例（平均値）〕

○予防保全型の修繕を行った場合、事後保全型に比べライフサイクルコスト（ＬＣＣ）が縮減。
○判定区分Ⅱで補修を行う場合、判定区分Ⅲより耐荷力がより保持されており、より安全性を確保。
○判定区分Ⅲの補修は、大規模となり、交通規制による渋滞や迂回など外部不経済が発生。

■安全・安心面からの効果

■事後保全による外部不経済

判定区分Ⅲ（主桁の断面欠損）

橋梁床版修繕工事の実施に伴う渋滞発生状況

判定区分Ⅱと比較して主要部材の耐荷力
が低下している可能性がある。

予防保全型の管理

事後保全型の管理

経 過 年 数

健

全

度

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

平均１1年

平均7年

修繕単価※１

（Ａ）
修繕サイクル※２

（Ｂ）

１サイクルの
平均修繕費の比率

（Ａ／Ｂ）

予防保全 20百万円/橋 平均7年 1 （2.9百万円/年）

事後保全 77百万円/橋 平均11年 2.4 （ 7百万円/年）

※１：健全度Ⅱ、Ⅲの橋梁の補修に要する費用の平均値。
※２：供用年度が平成９年以降の橋梁を対象として、健全度Ⅱ、Ⅲと最初に診断された年数の平均値

※同じ現象が発生すると仮定

Administrator
長方形

Administrator
タイプライターテキスト
資料５



直轄道路の将来修繕費の試算

予防保全によるライフサイクルコストの縮減効果（今後２０年の推計）

予防保全の場合 約４．２～４．９兆円／２０年 （年平均 約２，３００億円） （２０３７年 約２，１００～２，４００億円）
事後保全の場合 約４．７～５．５兆円／２０年 （年平均 約２，５００億円） （２０３７年 約２，８００～３，３００億円）

２０年間で約５，０００億円の縮減
（参考：平成２９年度 修繕当初予算 約２，２５０億円※）

対象道路
： 国土交通省管理道路

対象構造物
： 橋梁、トンネル、舗装、
その他構造物（土工、附属物）

対象予算
： 修繕、点検、耐震補強

対象年
： ２０１７年～２０３７年（２０年間）

※北海道、沖縄の事業分を含めた平成２９年度当初予算額
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繕
費
（
億
円
／
年
）

0
10
年
後

20
年
後

5
年
後

15
年
後

予防保全の場合

事後保全の場合

A
B

3,500

2,500

現在

○点検結果、修繕実績等に基づき推計。
○今後の点検実施状況も踏まえ、精査が必要。
○さらに、新技術の導入等により、コスト縮減の取り組みを進める。



判定区分Ⅳの施設と措置状況（平成２６～２８年度）

＜平成２７年度 判定区分Ⅳのリスト＞

○ 平成26年度 ５施設、すべて通行止め解除、橋梁４橋は架替・修繕を実施、本宮ﾄﾝﾈﾙは平成26年度に修繕を完了
○ 平成27年度 緊急措置（大型又は一般車両通行止めなど）を実施、修繕工事、応急補修により、７橋で通行止め及び通行規制を解除
○ 平成28年度 緊急措置（幅員規制など）を実施

資料６

区分 状態

Ⅰ 健 全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

※判定区分

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 今後の予定

兵庫県豊岡市 491橋 市道 小丸城崎線 不明 床版（木材）の著しい腐食。 現在、全面通行止（市道廃止で手続き中）

兵庫県豊岡市 岩花橋 市道 矢根畑乙線 不明 橋脚（木材）の著しい腐食。 H27.11 応急補修実施、通行止解除

兵庫県豊岡市 滝山橋 市道 奥須井区内線第１号 不明 床版（木材）の著しい腐食。 現在、全面通行止（市道廃止で手続き中）

兵庫県豊岡市 橋本橋 市道 坂野橋本線 不明 主桁(木材)の著しい腐食。 H27.11 応急補修実施、通行止解除

兵庫県豊岡市 伊内橋 市道 内町伊木線 不明 主桁の著しい腐食。 H27.12 応急補修実施、通行止解除

兵庫県豊岡市 塩入橋 市道 ニビ線 1994年 主桁・床版（ともに木材）の著しい腐食。 H28.4 修繕工事完了、通行止め解除

兵庫県豊岡市 瀬戸１号橋 市道 瀬戸線 不明 床版のコンクリート剥離及び鉄筋露出・腐食。
H27.12 仮設道路設置、通行止め解除
H29 架替工事予定

兵庫県淡路市 荒倉橋 市道 荒倉２号線 1965年 主桁（石材）の損傷。
現在、全面通行止（迂回路有り）
H29 架替工事予定

兵庫県南あわじ市 太唐原橋 市道 伊加利２号線 不明 主桁（石材）の損傷。
緊急措置として、桁補強を実施。
現在、幅員規制実施中
H29 修繕工事予定

兵庫県南あわじ市 別処橋 市道 伊加利１５号線 不明 下部工の損傷。 H28.1 修繕工事完了、通行止め解除

兵庫県加古川市 木村１号橋 市道 備後樋之口１号線 不明
主桁の腐食、床版コンクリートの剥離
及び鉄筋露出・腐食。

H29.6 架替工事完了、通行規制解除

＜平成２８年度 判定区分Ⅳのリスト＞

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 今後の予定

兵庫県養父市 岡橋
(おかばし)

市道 大坪稲津線 1973年
主桁（木製）の一部の著しい腐食による欠損。
床版（コンクリート）の亀裂。

現在、幅員規制実施中（軽自動車以上通行止）
H29 修繕工事予定

兵庫県南あわじ市 天野橋
(あまのばし)

市道 市９８号線 不明 主桁の著しい腐食
現在、幅員規制実施中
H29 修繕工事予定



【機密性２】

17%

15%

7%

25%

23%

22%

15%

15%

28%

27%

16%

24%

17%

30%

19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

道路構造物

トンネル

橋梁

H26実施 H27実施 H28実施 H29計画 H30計画

7%

平成28年度点検実施速報（全体）

○平成26年７月の省令施行を踏まえ、道路管理者は、全ての橋梁、トンネル等について、５年に１回の近接目
視による点検計画を策定

○平成28年度の点検実施率は、橋梁 約 28％、トンネル 約 15％、道路附属物等 約 15％
○橋梁については、３カ年で約６割点検完了
○トンネル、道路附属物等は、約６割点検完了

＜５年間の点検計画と平成26・27・28年度の実施速報＞

＜橋梁点検状況（管理者別）＞15%

17%

注： H29.3月末時点

資料7

22%

23%

25%

28%

15%

15%

注： H29.3月末時点

※ 点検実施数は速報値であり、精査によって実施数は変更する場合がある。

道路施設 管理施設数
点検実施数 H28

H26 H27 H28 点検実施率

橋梁 30,265 2,211 6.616 8,610 28%

トンネル 376 58 86 57 15%

道路附属物等 2,128 362 540 310 15%

管理者 管理施設数
点検実施数 H28

H26 H27 H28 点検実施率

国土交通省 1,247 319 215 274 22%

高速道路会社 1,299 178 317 163 13%

兵庫県 4,960 143 1,175 1,355 27%

政令市 2,484 78 270 991 40%

市町 20,275 1,350 4,613 5,827 29%

合計 30,265 2,068 6,590 8,610 28%



【機密性２】

16%

12%

26%

7%

22%

22%

19%

22%

22%

19%

15%

28%

17%

22%

16%

24%

24%

27%

24%

19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

緊急輸送道路を

構成する橋梁

跨線橋

緊急輸送道路を

跨ぐ跨道橋

橋梁

H26実施 H27実施 H28実施 H29計画 H30計画

15%

19%

22%16%

26%

12% 22%

22%

平成28年度点検実施速報（橋梁）

○最優先で点検すべき橋梁の点検実施率は、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋約15％、跨線橋約20％、緊急輸
送道路を構成する橋梁約23％であり、跨線橋以外は約60％程度が点検完了している。跨線橋の進捗が
少し遅れている。

○跨線橋の点検には、鉄道事業者との協議や調整に時間を要するなどの課題が存在するが、ほぼ全ての
鉄道事業者と今後の点検計画を確認済み

＜最優先で点検すべき橋梁の点検計画と平成26・27・28年度の実施速報＞

注： H29.3月末時点

14%

※ 点検実施数は、速報値であり、精査によって実施数は変更する場合がある。

＜橋梁の点検方針＞

コンクリート片の落下等による第三者被害の予防並びに路線の重
要性の観点から、以下については、最優先で点検を推進

・緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋
・跨線橋
・緊急輸送道路を構成する橋梁

管理施設数
H28 H28 H28

計画点検数 点検実施数 点検実施率

橋梁 30,261 8,149 8,610 28%

緊急輸送道路
603 104 90 15%

を跨ぐ跨道橋

跨線橋 261 53 51 20%

緊急輸送道路を
4,323 725 976 23%

構成する橋梁

28%22%7%

19%



【機密性２】

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 1,247 274 150 105 19 0

高速道路会社 1,299 163 8 145 10 0

兵庫県 4,960 1,355 359 907 89 0

政令市 2,484 991 153 736 87 0

市町 20,275 5,827 2,023 3,256 546 2

合計 30,265 8,610 2,693 5,149 751 2

平成28年度点検実施速報（橋梁）

○平成28年度については、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は 2橋（ 0%）が該当、判定区分
Ⅲ（早く措置を講ずべき状態）は 751橋（ 9%）、さらに判定区分Ⅱ（予防保全の観点から措置を講
ずることが望ましい状態）は 5,149橋（ 60%）

注： H29.3月末時点
※点検実施数は、速報値であり、精査によって実施数は変更する場合がある。

橋梁の判定区分の評価

判定Ⅰ：国が５割に対して、高速道路会社、市町は１～３
割と健全度が低い

判定Ⅱ：高速道路会社は約８割、市町は約６割が予防保
全段階となっている。

判定Ⅲ：国は約１割、県、政令市、市町は国より少ない割
合

判定Ⅳ：市町での発生がある

＜平成28年度管理者別点検速報（橋梁）＞

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計

市町

政令市

兵庫県

高速道路会社

国土交通省

判定区分Ⅰ

判定区分Ⅱ

判定区分Ⅲ

判定区分Ⅳ



【機密性２】平成28年度点検実施速報（トンネル）

○平成28年度については、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は 0本（ 0%）が該当なく、判定区
分Ⅲ（早く措置を講ずべき状態）は 6本（ 10%）、さらに判定区分Ⅱ（予防保全の観点から措置を講
ずることが望ましい状態）は 26本（ 46%）

注： H29.3月末時点
※点検実施数は、速報値であり、精査によって実施数は変更する場合がある。

＜平成28年度管理者別点検速報（トンネル）＞

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 49 2 0 2 0 0

高速道路会社 132 19 1 16 2 0

兵庫県 117 27 23 2 2 0

政令市 45 0 0 0 0 0

市町 33 9 1 6 2 0

合計 376 57 25 26 6 0



【機密性２】平成28年度点検実施速報（道路附属物等）

○平成28年度については、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は 0基（ 0%）が該当なく、判定区
分Ⅲ（早く措置を講ずべき状態）は 11基（ 4%）、さらに判定区分Ⅱ（予防保全の観点から措置を講
ずることが望ましい状態）は 177基（ 57%）

注： H29.3月末時点
※点検実施数は、速報値であり、精査によって実施数は変更する場合がある。

＜平成28年度管理者別点検速報（道路附属物等）＞

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 443 90 23 61 6 0

高速道路会社 916 197 96 99 2 0

兵庫県 287 0 0 0 0 0

政令市 301 7 0 6 1 0

市町 181 16 3 11 2 0

合計 2,128 310 122 177 11 0



【機密性２】平成29・30年度点検計画

＜各構造物の平成２９・３０年度の点検予定＞

資料８

道路施設名 管理施設数
平成26年度
点検実施数

平成27年度
点検実施数

平成28年度
点検実施数

平成29年度
点検計画数

平成30年度
点検計画数

橋 梁 30,265 2,211 6,616 8,610 7,202 5,720

トンネル 376 58 86 57 62 112

道路附属物等 2,128 362 540 277 572 356

※平成26・27年度点検実施数は、道路メンテナンス年報（公表）の数値です。
※管理施設数は、点検実施数及び点検計画数の合計と一致しません。（廃止・移管・見直し等により）
※平成29・30年度点検予定数は、平成29.3月末時点の数値であり、今後の計画点検数は見直しすることがある。
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【参考】熊本地震を踏まえた橋梁の耐震化

１．ロッキング橋脚を有する橋梁の落橋等の原因と対策

■ロッキング橋脚は、単独では自立できず、変位が生じると不安定状態となる特殊な構造であり、支

承部や横変位拘束構造等の部分的な破壊が落橋・倒壊等の致命的な被害につながる可能性が

ある。

■部分的な破壊が落橋につながることを防ぎ、速やかな機能回復を可能とする構造系への転換が

必要。

２．耐震補強の効果の検証

■兵庫県南部地震を受けて、耐震設計基準の改訂、緊急輸送道路等について耐震補強などを進め

てきた結果、一部の橋梁を除いて、地震の揺れによる落橋・倒壊などの致命的な被害は生じてい

ない。

■熊本県内、大分県内の震度６弱以上を観測した地域における緊急輸送道路において、速やかに

機能を回復するという目標を達成できなかった橋が12橋あり、緊急輸送等の大きな支障となった。
■今後、緊急輸送道路等の重要な橋について、被災後速やかに機能を回復できるよう耐震補強を

加速化する必要がある。

社会資本整備審議会 道路分科会 道路技術小委員会（H28.6.24）まとめ（橋梁）

平成28年6月24日
社会資本整備審議会 道路分科会
道路技術小委員会資料抜粋
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【参考】耐震補強の効果の検証

兵庫県南部地震を受けて、耐震設計基準の改訂、緊急輸送道路等について耐震補強などを進めて

きた結果、一部の橋梁を除いて、地震の揺れによる落橋・倒壊などの致命的な被害は生じていない。

兵庫県南部地震 熊本地震

発生年 平成７年 平成２８年

最大震度 震度７ 震度７

落橋数 １１橋（４７径間） ２橋（６径間）※

表-1 地震の揺れによる落橋・倒壊事例

写真-3 国道３号 跨線部

桁

橋台

写真-4 阿蘇口大橋
（国道５７号）

写真-5 アンカーバー
のイメージ

【土木学会会長特別調査団 調査報告】
（H28.4.30）

【耐震補強の効果があった事例】
（緊急輸送道路としての機能を速やかに回復した事例）

【兵庫県南部地震による被害との比較】

写真-6 支承の破損の状況

支承が損傷したものの、アンカーバーによる補強により、損傷は軽
度であった。（ブロックのひび割れから、アンカーバーに力が作用し
たことがわかる）

国道３号の橋梁では、耐
震補強の実施により、損
傷は限定的であった。

※府領第一橋（後述）、田中橋（斜面崩壊等によるものを除く）

・兵庫県南部地震などの過去の地震
被害を教訓に、耐震設計基準の改定、
耐震補強などを進めてきた。

・今回の地震被害を見ると、この成果
が着実に効果をあげていることが確
認された。

あそぐち

写真-1 県道小川嘉島線 府領第一橋

写真-2 平田・小柳線 田中橋

【耐震補強が未実施で
被害を受けた事例】

写真-7 段落し部の損傷

市道（1-3）中央線・中央線陸橋
ちゅうおうせんりっきょう

ふりょう

平成28年6月24日
社会資本整備審議会 道路分科会
道路技術小委員会資料抜粋

3-3-2

Administrator
長方形



熊本地震を踏まえた耐震対策の課題

九州自動車道をまたぐロッキング橋脚の落橋
（県道小川嘉島線・府領第一橋）

橋梁の支承・主桁の損傷
（大分自動車道・並柳橋）

地方管理の跨道橋（未対策）

① ② ③

① 熊本地震で落橋したロッキング橋脚については、熊本地震（前震と本震の２度の大きな地震）と

構造の特殊性から、これまでの対策では不十分で落橋の可能性が否定できない

② 落橋した場合の影響が大きい高速道路・直轄国道をまたぐ跨道橋で落橋防止対策が一部未了

（完了率：９５％，地方管理のみ）

③ 高速道路や直轄国道等の緊急輸送道路は、落橋・倒壊防止の対策は完了しているが、被災後、

速やかに緊急輸送が可能となる耐震補強は未だ不十分な状況（完了率：７６％）

※落橋・倒壊を防止する対策に加え、橋桁を支える支承の補強を行い、被災後速やかに緊急車両の通行を
確保できる補強の実施

3-3-3
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ロッキング橋脚橋の耐震補強

高速道路・直轄国道や同道路をまたぐ跨道橋等のロッキング橋脚については、概ね３年程度で耐震

補強を実施（約４５０橋）

耐震補強の施工例

対策前

【落橋メカニズム】

対策後

横変位拘束構造
（橋軸直角方向の変位を制限）

ヒンジ構造

ヒンジ構造

ロッキング橋脚

平面図

横変位拘
束構造の
破壊

柱

柱

柱

柱

柱

柱

ロッキング橋脚の挙動上部構造の移動
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跨道橋の耐震化

高速道路や直轄国道をまたぐ跨道橋については、少なくとも落橋・倒壊の防止を満たすための対策
を今後５年間で優先的に支援を実施（地方管理：約400橋

※
）

※その他ロッキング橋脚については、概ね３年程度で対策を完了させる

≪対策イメージ≫

【落橋防止構造】

落橋防止構造

【橋脚補強】

橋脚補強

※高速道路や直轄国道においては対策済み

高速道路や直轄国道をまたぐ跨道橋について
落橋・倒壊を防止する対策の実施状況

跨道橋

直轄国道

地方管理道路

合 計

地方管理

直轄国道

高速道路

対策済み 要対策

100％

95％(約8,400橋 )

9％

5％
（約400橋 ）

91％

100％
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緊急輸送道路の耐震補強の加速化

高速道路や直轄国道について、大規模地震の発生確率等を踏まえ、落橋・倒壊の防止対策に加え、
路面に大きな段差が生じないよう、支承の補強や交換等を行う対策※１を加速化

・当面５年間：少なくとも発生確率が２６％以上の地域※２で完了

・今後１０年間：全国で耐震補強の完了を目指す

水平力を分担する構造

【支承部の補強の例】

速やかに機能を回復させることを目指した対策

今後３０年間に震度６弱以上の揺れに見舞われる確率

落橋・倒壊を防止する対策

支承の補強・交換等

＋

※１支承部の補強等により、橋としての機能を速やかに回復させることを目指す
支承部の補強ができない場合は、他の対策を実施

※２この他、地方管理道路の緊急輸送道路についても対策を推進

6%未満
6%以上26%未満
26%以上

出典）全国地震動予測地図2016年版（地震調査研究推進本部）を基に作成

※今後30年間に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率が26%、6%であることは、それぞれ
ごく大まかには、約100年、約500年に1回程度、震度6弱以上の揺れに見舞われることを示す。
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【参考】耐震対策内容（速やかな機能回復が可能な性能を目指す対策、落橋・倒壊を防止する対策）

3-3-7

・落橋防止構造

・桁かかり長の確保

(横変位拘束構造※1)

・支承部の補強※2

・落橋防止構造

・桁かかり長の確保

(横変位拘束構造※1)

・支承部の補強※2 ・支承部の補強※2

※１ 曲橋、斜橋のみ
※２ 支承部の補強（支承の交換、水平力を分担する構造、段差防止構造）

落橋対策

落橋・倒壊を防止する対策（耐震性能３）

【対策内容】
〇落橋防止構造等
〇橋脚全体の補強
〇支承部の補強
・支承の交換
・水平力を分担する構造
・段差防止構造

【対策内容】
〇落橋防止構造等
〇橋脚段落し部の補強

水平力を分担する構造

段差防止構造

速やかな機能回復が可能な性能を目指す対策
（耐震性能２）

橋脚の巻立て対策

橋脚の巻立て対策

・落橋防止構造

・桁かかり長の確保

（横変位拘束構造※1）

・落橋防止構造

・桁かかり長の確保

（横変位拘束構造※1）

繊維材巻立て
（段落し部）

繊維材巻立て
（段落し部）
（吊り足場）

Administrator
長方形



【機密性２】平成29年度地域一括発注について（兵庫県）

○市町の人不足・技術力不足を補うために、市町が実施する点検業務を(公財)兵庫県まちづくり技術センターが
受託し、地域一括発注を実施

＜地域一括発注による平成29年度の点検計画＞

資料10

○参加市町 ： 30市町(尼崎市、西宮市、洲本市、芦屋市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市
西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、加西市、篠山市、養父市、
丹波市、朝来市、宍粟市、加東市、たつの市、猪名川町、多可町、
播磨町、市川町、福崎町、神河町、上郡町、香美町、新温泉町)

○現在の状況： ４，２７６橋を県内11ﾌﾞﾛｯｸに分け地域一括発注方式で発注済

【手続きの流れ】
・県にて市町の意向調査を実施し、
点検数量をとりまとめた上で、点検業者へ発注

市
町
の
意
向
調
査

【イメージ図】

Ａ市 Ｂ町 Ｃ村

都道府県等による受託

国・県にてニーズを取りまとめ

・市町のニーズを踏まえ、
地域単位での点検業務の⼀括発注等の実施

県・センターにてニーズの取りまとめ

兵庫県まちづくり技術
センターによる受託

Ｃ町



【機密性２】技術力の向上について（H29年度研修等の実施計画） 資料11

①道路構造物管理実務者研修
〈４日間、近畿技術事務所（枚方市）〉

対 象：自治体職員及び直轄職員
予定人数：１７５名予定（うち自治体職員１３０名程度）
時 期：橋梁Ⅰ H29.5.29～6.1､H29.7.18～7.21､

H28.9.19～9.22
橋梁Ⅱ H29.11.14～11.17
トンネル H29.10.2～10.4

目 的：地方公共団体の職員の技術力育成のため、点検
要領に基づく点検に必要な知識・技能等を取得す
るための研修。

②兵庫県道路橋メンテナンス講習会
〈１日間、場所（未定）〉

対 象：県下市町の職員等
参加人数：約６０名
時 期：未定

目 的：橋梁に関する必要な専門知識を習得し、道路
管理者としての維持管理技術の向上を図ること
を目的に開催

H28実施状況
現地講習の様子

↑ 机上講習
← 現地講習



【機密性２】技術力の向上について（H29年度研修等の実施計画）

③現場見学会
〈中国自動車道 橋梁リニューアル工事 西日本高速道路〉

対 象：自治体職員等（国・県公社・県・市町）
参加人数：調整中
時 期：未 定

目 的：大規模更新・修繕工事事業の地方公共団体の職員
の技術力育成のため、現場見学を行う。

〈国道１７５号等（直轄道路） 耐震工事 国土交通省〉
対 象：自治体職員等（国・県公社・県・市町）
参加人数：調整中
時 期：未 定
目 的：橋脚補強等の橋梁耐震工事について技術力育成のため、現場見学を行う。

〈神戸淡路鳴門自動車道 橋梁補修工事 本州四国連絡高速道路〉
対 象：自治体職員等（国・県公社・県・市町）
参加人数：調整中
時 期：未 定
目 的：大型橋梁の橋梁補修工事について技術力育成のため、現場見学を行う。

現場見学写真（H28年度）



【機密性２】広報活動について（平成２９年度） 資料12

老朽化パネル・ポスター展示の開催予定
○市役所等 ○道の駅

川西市役所 昨年展示状況

道の駅「ハチ北」 昨年の展示状況 芦屋市役所 昨年展示状況

H29.7 .3 H29.7 .31 淡路市

H29.7 .3 H29.7 .31 尼崎市

H29.8 .1 H29.8 .31 洲本市

H29.8 .14 H29.8 .25 加東市

H29.8 .21 H29.8 .25 川西市

H29.8 .31 H29.9 .15 南あわじ市

H29.9 .1 H29.9 .15 明石市

H29.9 .8 H29.9 .29 篠山市

H29.10.1 H29.10.14 明石市

H29.10.2 H29.10.13 西脇市

H29.12.1 H29.12.14 三木市

H30.2 .13 H30.2 .16 神戸市

豊岡市

養父市

香美町

H29.8月以降

H29.8月以降

H29.8月以降

H29.7 .3 H30.2 .28 あわじ 淡路市

H29.7 .3 H30.2 .28 東浦ターミナルパーク 淡路市

H29.7 .3 H29.9 .30 福良 南あわじ市

H29.7 .7 H30.2 .28 みき 三木市

H29.7 .7 H30.2 .28 とうじょう 加東市

H29.7 .7 H30.2 .28 杉原紙の里・多可 多可町

H29.9 .1 H29.9 .8 北はりまエコミュージアム 西脇市

はが 宍粟市9月中旬



国民へのメンテナンスの理念の普及等を図るため、インフラメンテナンス大賞を実施します。
日本国内のインフラメンテナンスに係る優れた取組や技術開発を表彰し、ベストプラクティスとし
て広く世の中に紹介します。

インフラメンテナンス大賞の概要

１ 主催者 国土交通省・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・防衛省

２ 表彰時期 毎年開催

３ 表彰対象

インフラメンテナンスにかかる特に優れた取組・技術開発

ア）メンテナンス実施現場における工夫部門

イ）メンテナンスを支える活動部門

ウ）技術開発部門

４ 審査方法 有識者による選考委員会にて審査・選出

５ 表彰の種類 国土交通他５大臣賞／特別賞／優秀賞

６ 事務局
国土交通省総合政策局公共事業企画調整課

国土交通省大臣官房公共事業調査室

第１回スケジュール

平成２８年１１月

募集

平成２９年１月

審査

平成２９年４月

受賞者決定

平成２９年７月

表彰式

・日本再興戦略（改訂2015）：戦略市場創造プラン『安全・便利で経済的な次世代インフラの構築』
インフラメンテナンス産業の育成・活性化を図るため、（中略）ベストプラクティスを表彰し理念を普及するインフラメンテナンス大賞（仮称）を創設する

閣議決定文書への記載

各大臣賞
（国土交通大臣賞・総務大臣賞・

文部科学大臣賞・厚生労働大臣賞・

農林水産大臣賞・防衛大臣賞。

各省部門ごとに1件（計18件）。

このほかに情報通信技術の優れた活用に関する

総務大臣賞１件）

特別賞
（大臣賞に準ずるもの

を審査委員が選定。

６件程度）

優秀賞

ベストプラクティス
の紹介

インフラメンテナンスに関わる事業者、団体、研究者等の取組を促進

インフラメンテナンスの理念の普及

メンテナンス産業の活性化

インフラメンテナンス大賞

（最大18件

程度）

参考資料１

Administrator
長方形

Administrator
タイプライターテキスト
資料13

Administrator
長方形
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

小規模附属物点検要領の制定について

出典
社会資本整備審議会
第７回道路技術小委員会
平成２９年３月１０日

資料14



1．これからの小規模附属物マネジメントの方針

【基本方針】

第三者被害を発生させず、安全で適切な管理を目指す

97
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予算

1

72
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350
400

トンネル

（箇所）

橋梁

（橋）

標識

（基）

照明

（基）

施
設
数

万

設置年不明, 
74%

設置年

判明,
26%

実施して

いる, 74%

点検を実施

していない, 
24%

その他, 
2%

市町村の標識は９割以上が単柱式

H19国交省調査
※標識と照明は高速自動車国道、有料道路、門型を除く

設置年不明が多い 自治体の予算と人員不足

標識：橋梁の
約3倍

照明：橋梁の約5倍

問題認識あり： 約9割

点検の未実施

H28.3自治体アンケート N=250

膨大な施設量

H28.3自治体アンケート N=250
H28.5自治体施設現況

（抽出した自治体の調査結果を自治体数で按分）

道路標識

H28.5自治体施設現況
（抽出した自治体の調査結果を自治体数で按分）

【現状の課題】

大きな問題 やや問題

あまり問題ではない 問題ではない

分からない

門型, 0.04万
基, 0.1%

F型, 1.6万基, 
3%

逆L型, 1.2万
基, 2%

単柱式, 58万基, 
95%



1．これからの小規模附属物マネジメントの方針

○倒壊した場合の第三者被害の程度に応じた合理的な点検を実施倒壊した場合の第三者被害の程度に応じた合理的な点検を実施

■附属物の点検の考え方

国県
、
政
令
市

市
町
村

国県
、
政
令
市

市
町
村

（門型）

（F型、逆L型）

（単柱式）

本体の落下、
倒壊による
車道閉塞の
可能性大

倒壊による
車道閉塞の
可能性大

[大]

[小]

車道
建築限界
以上

車道
建築限界
以下

第三者被害の程度 施設の種類と施設量概ねの高さ

国県
、
政
令
市

市
町
村

44％
12万基

80％
64万基

95％
58万基

54％
15万基 100％

18万基

100％
57万基

100％
105万基

20％
16万基

5％
3万基

2％
0.5万基

0.5％
0.4万基

・H28.5自治体施設現況
（抽出した自治体の調査結果を自治体数で按分）

・添架、共架除く

【標 識】

【照 明】

0.1％
0.04万基

（逆L型、直線型）

倒壊による
車道閉塞の
可能性小

トンネル
橋梁等の
附属物※

○更新の検討の目安となる基本使
用年数を設定することで合理的な
管理を目指す

○通学路等については、沿道利用
者と連携した維持管理の仕組みを
構築する等、より効果的な点検を
実施

日常の
巡視対応

詳細点検
【1回/10年】

中間点検
【1回/5年】

新たな点検要領

○平成２６年６月
定期点検要領策定済み

○第三者被害の程度（車道閉塞）
を考慮し、詳細点検、中間点検
の頻度を設定

○照明ランプ清掃や交換、標識板
の交換や更新に合わせて点検を
実施

詳細点検：近接目視
中間点検：外観目視

・必要に応じて、各道路管理者で詳細な点検が可能
・効率化を図るため、スクリーニング調査として
非破壊検査の活用も可能

今回対象

詳細点検
【1回/5年】

※トンネル、橋梁等の附属物は、全て本体点検（５年に１回詳細点検）時に実施



2．小規模附属物点検要領の構成

小規模附属物点検要領 平成29年3月 国土交通省 道路局

【目次】

１．適用範囲

２．点検の目的

３．用語の定義

４．点検の基本的な考え方

５．片持ち式
５－１ 点検等の方法 ５－２ 点検の頻度 ５－３ 点検の体制 ５－４ 対策の要否の判定 ５－５ 記録

６．路側式
６－１ 点検等の方法 ６－２ 対策の検討 ６－３ 記録

別紙１ 評価単位の区分
別紙２ 点検表記録様式
付録１ 一般的構造と主な着目点
付録２ 変状の事例



3．点検要領のポイント① 第三者被害を防止し、安全かつ円滑な道路交通の確保を目的として規定

○ 点検要領は、事故に関わる変状を早期に確実に発見し、適切な対策により、劣化状況に応じて
適切な時期に更新することにより、事故や不具合を防止し、安全かつ円滑な交通の確保と利用者の
安全確保を目的として規定

本要領の位置け

本要領は、道路法施行令35条の２第１項第２号の規定に基づいて行う点検について、最

小限の方法、記録項目を具体的に記したものである。

なお、道路の重要度や施設の規模などを踏まえ道路管理者が必要に応じて、より詳細な

点検、記録を行うことを妨げるものではない。

１．適用の範囲

本要領は、道路法（昭和27年法律第180号）第２条第２項に規定する道路の附属物のうち

道路の標識及び照明施設（以下、「小規模附属物」という。）の点検に適用する。

対象外 ：標識や照明施設における電気設備に関する点検、標識や照明施設としての機能についての点検

個別検討：小規模附属物の点検において路線の特徴や自動車交通の影響、設置環境等を考慮する必要がある場合

※橋梁、トンネル、横断歩道橋、ボックスカルバート等に設置されている小規模附属物の点検は、それぞれの定期点検要領に基づいて実施

小規模附属物の支柱や支柱取り付け部等の弱点部の変状が原因となり、道路利用者及び

第三者被害のおそれのある事故を防止し、安全かつ円滑な道路交通の確保を図ることを目

的として実施する。

２．点検の目的

道路の標識及び照明施設は、突然の灯具の落下や支柱の倒壊等の事故事例が報告されており、点検においては特にこのような事故に関わ

る変状をできるだけ早期に、かつ、確実に発見し、適切な対策を行うことや、劣化の状態に応じて適切な時期に更新を行うことによって、

事故や不具合を防止し、安全かつ円滑な交通確保と利用者の安全を確保するよう努めるものとする

※道路管理者以外の支柱等に添架されているもの：占用企業者等と協力し、適切な点検を行うのがよい



3．点検要領のポイント② 小規模附属物に生じる事象に応じた区分

○ 第三者被害の影響（落下、倒壊のおそれ）等の施設特性に応じた点検方法を規定

３．用語の定義

◇小規模附属物

道路の附属物のうち、道路標識（Ｆ型、逆Ｌ型、Ｔ型、単柱式、複柱式）及び道路照明

（逆Ｌ型、Ｙ型、直線型）のことをいう。

◇基本使用年数

対象とする附属物が健全な状態を維持されるとあらかじめ期待する期間であり、更新の検

討を行う目安の年数をいう。

区分 事象 代表的な附属物の種類

主に片持ち式の
附属物

（以下「片持ち
式」）

落下、倒壊事象のおそれがある
附属物

標識：Ｆ型、逆Ｌ型、Ｔ型及び高所に設置された単
柱式又は複柱式

照明：逆Ｌ型、Ｙ型、直線型

主に路側式の
附属物
（以下「路側式」）

倒壊事象のおそれがある附属
物

標識：単柱式、複柱式（片持ち式に分類したもの
は除く）

逆Ｌ型（照明）

歩道歩道

Ｆ型（標識）

中央分離帯車道歩道

単柱式（標識）



3．点検要領のポイント③ 弱点部や想定変状・不具合の事象を特定した効率的な点検の考えを規定

○ 点検の基本的な考え方として、片持ち式と路側式に大別し規定

４．点検の基本的な考え方

（１）片持ち式

・落下や倒壊事象を防止する必要がある

⇒弱点部（支柱、横梁、標識板又は灯具取付部、ブラケット取付部等）を点検

⇒その他必要に応じ第三者被害のおそれのある部材を点検

（２）路側式

・倒壊事象を防止する必要がある

⇒弱点部（支柱等）を点検

支柱基部
支柱基部

支柱基部 支柱基部

これまで発生している標識及び照明施設の不具合事例では、落下や倒壊によるものが報告されており、本要領は、形式や構造特性に応じ

てできるだけ効率的に弱点部を点検するために、附属物の形状に応じて弱点部を特定している。

片持ち式

F型 Y型



3．点検要領のポイント③ 弱点部や想定変状・不具合の事象を特定した効率的な点検の考えを規定

○ 不具合が生じた場合に、沿道利用者から情報を得やすい環境を整備した例を記載

４．点検の基本的な考え方

万が一不具合等が生じた場合にも、できるだけ迅速な対応が可能となるよう沿道利用者から情報を得やすい環境を整備するのがよい。例

えば、附属物の支柱に管理者の連絡先を記したシールを貼った事例などもあり、図‐解4‐2に示す。また、通学路等に設置されている単柱

式や複柱式など路側式の附属物は交通状況を勘案したうえで、沿道利用者と連携した維持管理の仕組みを構築するなど、より効果的な方法

を検討するのがよい。

図-解 4-2 利用者から通報を受けやすく工夫している事例

●●●-

･･･



3．点検要領のポイント④ 【片持ち式】巡視・詳細点検・中間点検による点検を規定

○ 点検等の方法：巡視・詳細点検・中間点検

○ 点検頻度：詳細点検を10年に1回、中間点検を詳細点検後5年を目安として実施することを規定

○ 点検の体制：点検を適正に行うために必要な知識・技能を有する者が実施

○ 対策の要否判定：詳細点検及び中間点検の結果に応じて実施

○ 記録：詳細点検及び中間点検の結果と措置を記録・保存

５．片持ち式

５－１ 点検等の方法

（１）巡視

・巡視時に、パトロール車内から目視で、変状の有無を点検

（２）詳細点検：近接目視により行うことを基本

（３）中間点検：外観目視により行うことを基本

詳細点検では、予め特定した弱点部に対して近接目視、必要に応じて打音、触診を含む非破壊調査を検討する。近接が困難な場合には

、目視点検にカメラ等を活用してよい。

地中等への支柱埋込み部については、境界部における支柱の状態や滞水の有無、痕跡などを確認し、必要に応じて掘削調査を行うのが

よい。また、掘削調査のスクリーニングとして非破壊調査の開発が進められており、活用の可能性を有しているため、開発動向の情報も収

集し、点検が合理化できると判断される場合は採用するとよい。

（２）詳細点検

巡視は、パトロール車内から大きな変状を把握するためのものであるが、道路利用者や沿道からの通報を受けた場合やその他必要に応

じて実施するものも含む。

（１）巡視

中間点検では、附属物にできるだけ近づき、外観から弱点部等の異常の有無を確認することを基本とする。

（３）中間点検



3．点検要領のポイント⑤ 【片持ち式】対策要否の判定を規定

５－４ 対策の要否の判定

・片持ち式の詳細点検及び中間点検では、構造物の変状を把握したうえで、点検部位毎、

変状内容毎の対策の要否について、判定を行う。

・対策が必要と判定された変状部位に対しては、変状原因を特定し、適切な工法を選定する。

５－２ 点検の頻度

・詳細点検：10年に1回の頻度を目安として道路管理者が適切に設定

・中間点検：詳細点検を補完するため、詳細点検後5年を目安に道路管理者が適切に設定

道路照明については、灯具のランプ清掃やランプ交換が行われているので、このような維持作業に併せて点検を行うと効率的である。道

路標識や情報板についても、標識板の交換や更新、又は維持作業等に併せて点検を行うと効率的である。

５－３ 点検の体制

・片持ち式の点検を適正に行うために必要な知識及び技能を有する者がこれを行う。

点検の品質を確保するためには、道路標識、道路照明施設等の構造や部材の状態の評価に必要な知識及び技能を有していることが重要で

ある。

判定は、対策の要否、変状部材（又は部位）、変状要因に対して、経済性を考慮した適切な対策工法を選定したうえで、実施する必要が

ある。 ※変状の内容と一般的な対策方法の目安（表-解5-4-1）、変状の事例（付録2）

５－５ 記録

片持ち式の詳細点検及び中間点検の結果並びに措置の内容等を記録し、当該施設等が利用

されている期間中は、これを保存する。（別紙２ 点検表記録様式参照）

点検結果は、合理的な維持管理を実施するうえで貴重な資料となることから、適切な方法で記録し蓄積する。



3．点検要領のポイント⑥ 【路側式】巡視による点検を規定

○ 点検等の方法：巡視

○ 対策の検討：巡視の結果から必要に応じて補修等の検討を実施

○ 記録：変状が確認された場合に記録・保存

６．路側式

６－１ 点検等の方法

・巡視時に、パトロール車内から目視を基本として、変状の有無を点検

巡視時や通報により異常が認められたときは、下車して対象物に近づき、目視して支柱及び支柱基部の変状を確認する。
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3．点検要領のポイント⑦ 【路側式】必要に応じて対策の検討を規定

６－２ 対策の検討

６－３ 記録

基本使用年数：対象とする附属物が健全な状態を維持されるとあらかじめ期待する期間であり、更新の検討を行う目安の年数をいう

直轄国道を対象に、設置年数が確認できたものの腐食率及び撤去率を図-解6-2-1に示しており、約30年経過した単柱式の標識は、腐食

率と撤去率が増加する傾向がみられ、亜鉛メッキの耐用年数等も参考にすると、基本使用年数は30年が一つの目安になると考えられる。

路側式の点検等の結果、変状が確認された場合は、内容等を記録し、当該施設等が利用さ

れている期間中は、これを保存する。（別紙２ 点検表記録様式参照）

・路側式の点検等の結果、変状の発生している部位について、必要に応じて補修等の検討を行う。

・各道路管理者は更新の検討の目安となる基本使用年数を設定し、それを超えた時点で更新する

ことで施設の合理的な管理を目指す。

・基本使用年数は道路管理者が管内の損傷の実績等から適切に設定する。

H28.3基数調査：H23～H27点検結果のうち、設置年が判明している施設を抜粋（直轄単柱式） H28.3撤去更新調査：H25～H27年度に撤去更新された施設の経年分布（直轄単柱式）

直轄単柱式を対象とした経過年別の腐食率

※30年以上経過後、腐食率や撤去率が減少しているが、これは一定年数を経過すると、損傷したものは撤去更新されるものが多く、また不明なものが多くなるためと考えられる。

直轄単柱式を対象とした経過年別の撤去率



3．点検要領のポイント⑧ 【別紙１、別紙２、付録１、付録２】

別紙１ 評価単位の区分

○点検における、構造上の弱点部となる部材等の単位は、別表－１のように分類し、区分した。
○これらの分類は、施設の構造形式毎に区分する必要がある。



3．点検要領のポイント⑧ 【別紙１、別紙２、付録１、付録２】

別紙２ 点検表記録様式



3．点検要領のポイント⑧ 【別紙１、別紙２、付録１、付録２】

付録１ 一般的構造と主な着目点



3．点検要領のポイント⑧ 【別紙１、別紙２、付録１、付録２】

付録２ 変状の事例

「小規模附属物点検要領」に従って、対策の要否の判定を行う場合の参考となるよう、典型的な変状例を示す。なお、各部材の状態の判定
は、構造形式や設置条件によっても異なるため、定量的に判断することは困難であり、実際の点検においては附属物等の条件を考慮して適
切な要否判定を行う必要がある。



H26定期点検要領（門型） H28点検要領（片持ち式） H28点検要領（路側式）

策定年月 平成26年6月 平成29年3月 平成29年3月

事象

劣化や異常が生じた場合に道路の構造また
は交通に大きな支障を及ぼすおそれがある附
属物

落下、倒壊事象のおそれがある附属物 倒壊事象のおそれがある附属物

代表的
種類

標識

• 門型
※橋梁、トンネル、横断歩道橋
等に設置されている標識、照明
は本体点検時に実施

• Ｆ型、逆Ｌ型、Ｔ型及び高所に設置され
た単柱式又は複柱式

• 単柱式、複柱式（片持ち式に
分類したものは除く）

照明 － • 逆Ｌ型、Ｙ型、直線型 －

点検方法
【頻度】

巡視
• パトロール車内から目視【巡視時】
※巡視時や通報により異常が認められたときは、下
車して対象物に近づき、目視

巡視
• パトロール車内から目視【巡視時】
※巡視時や通報により異常が認められたときは、下車して対
象物に近づき、目視

巡視
• パトロール車内から目視【巡視時】
※巡視時や通報により異常が認められたときは、下車して対
象物に近づき、目視

定期点検
• 近接目視【5年に1回】

詳細点検
• 近接目視【10年に1回】 －

－
中間点検
• 外観目視【5年に1回】

－

対応

• 部材単位の健全性の診断結果に基づき、
道路の効率的な維持及び修繕が図れるよう
必要な措置を講じる

• 詳細点検及び中間点検では、構造物の変状を把握
したうえで、点検部位毎、変状内容毎の対策の要否に
ついて判定

• 対策が必要と判定された変状部位に対しては、変
状原因を特定し、適切な工法を選定

• 変状の発生している部位について、必要に応じて補
修等の検討を行う

• 各道路管理者は更新の検討の目安となる基本使用
年数を設定し、それを超えた時点で更新することで施
設の合理的な管理を目指す

• 基本使用年数は道路管理者が管内の損傷の実績
等から適切に設定
【補足】３０年が一つの目安となると考えられる

記録
• 定期点検の結果及び診断並びに措置の内
容等を記録

• 詳細点検及び中間点検の結果並びに措置の内容
等を記録

• 点検の結果、変状が確認された場合、内容等を記
録

備考 －
• 道路照明は、灯具のランプ清掃や交換時に併せて
点検すると効率的である

• 沿道利用者と連携した維持管理の仕組みを構築す
るなど、より効果的な方法を検討するのがよい

4．H29小規模附属物点検要領とH26定期点検要領の比較

逆Ｌ型（照明）

歩道車道
歩道

Ｆ型（標識）

車道［道路を横断］

今回対象

中央分離帯車道歩道

単柱式（標識）



5．附属物における損傷事例

き裂損傷 ボルトの緩み

（車両衝突） （施工不良）

異常変形

（車両衝突） 18



5．附属物における損傷事例

アルミ製標識板（当て板）が落下

→標識板を固定していたブラインドリベットが破断

破断したブラインドリベット

長辺13箇所

短
辺

5
箇

所



5．附属物における損傷事例

埋設部鋼材の腐食

→滞水のため鋼材が腐食・減肉



5．附属物における損傷事例

道路照明柱の転倒

⇒ 支柱の電気設備開口部から腐食・減肉が進行し、転倒

転倒照明柱

転倒した照明柱

転倒した照明柱と同タイプの状況

注：海岸線からの距離：500m



5．附属物における損傷事例



5．附属物における損傷事例

トンネル照明器具の落下

→トンネル照明の裏側取付け部で腐食が進行

照明器具の背面 落下後の照明取付け部
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道路防災ドクター・橋梁防災ドクター制度 

   ①現地診断による技術的課題の解決 
   ②対策方針の助言を受け設計への反映 
   ③若手ドクターの育成 
   ④職員技術力の向上 

ドクター 

 ・事務所（副所長、管理課長他） 
 ・出張所（所長、係長） 
 ・若手技術者  

 ・道路保全企画官 
 ・道路構造保全官等 
 ・技術事務所 

診断及び助言 

設計・施工 
管理 マネジメント 

－ 80 －

Administrator
長方形

Administrator
長方形

Administrator
タイプライターテキスト
資料16



近畿地方整備局管内が管轄する道路の災害を防止し、良好な道路の保全に資するため、専門的な
知識を有する学識経験者等により、道路構造、法面安定等道路機能確保に必要な点検方法やその
対策等に関する事項を、専門的観点から助言指導を受け、地域の災害特性に応じたより適切な道
路防災対策を推進する事を目的として平成5年度に設立し、現在(H29.7)１９名の学識経験者より構
成。 
 
①防災点検の実施方法について、専門的・技術的な立場から、留意点等の指導・助言 
②危険箇所の調査方法や対策方法の選定等に当たっての指導・助言 
③上記①、②項目について必要に応じ現地における指導・助言 
④その他、防災対策などに関する全般的な技術の留意点等についての指導・助言 

道路防災対策連絡会 道路防災ドクターによる現地診断 道路防災ドクターによる講評状況 

道路防災ドクター制度 

－ 81 －

Administrator
長方形



事 務 連 絡 

平成２ 9 年  6 月 29 日 

 

 

各会員 殿 

 

兵庫県道路メンテナンス会議 

 

 

道路の老朽化パネルの設置について（依頼） 

 

 

日頃より兵庫県道路メンテナンス会議の活動に、ご理解とご協力を承り誠にあり

がとうございます。 

さて、従前より兵庫県道路メンテンナス会議では道路の老朽化の状況について、

広く県民の皆様に啓発するため、老朽化パネルの展示を行っておりました。 

つきましては、貴所管の施設等に、老朽化パネルの展示をお願いします。 

なお、実施についての日程等は各国道事務所で、個別に調整させていただきます

ので、本主旨にご理解いただきご協力お願い致します。 

 

 

記 
 
 

○展示期間： 概ね２週間程度 

○展示内容： Ａ０又はＡ１サイズ、８枚 

（イーゼルによるパネル又はポスター）程度 

 

資料 17
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「荒廃する日本」にしないために
～老朽化した道路のメンテナンス時代へ～

1980年代、道路先進国アメリカで道路橋の

落橋をはじめとする社会基盤の損傷が発生し、

「荒廃するアメリカ」といわれました。日本

の社会基盤は、アメリカに約30年遅れて本格

的に整備されたため、近年「荒廃する日本」

とならないか心配されています。

これまでも、道路施設の老朽化に対する課

題に真摯に取組んできましたが、今後本格化

するメンテナンス時代に向けて、日本全体で

総合的に取組んでいきます。

道路施設の現状や課題、メンテナンス時代

に向けた取組みを広くご紹介しますので、ご

覧ください。

兵庫県 道路メンテナンス会議
構成：国土交通省近畿地方整備局、兵庫県、神戸市、４０市町、高速道路会社

道路施設の管理体制

日本の道路は、道路種別に応じて複数の機関が管理しています。

道路施設としての橋梁は、約７３万橋あり、このうち地方公共団体が管理する橋

梁が約６６万橋と全体の９割以上を占めています。

これは米国に比較すると、非常に多くなっています。

高速自動車国道
約20,000橋（3%） 直轄国道 約41,000橋（6%）

補助国道 約34,000橋（5%）

都道府県道
約111,000橋（15%）

市町村道
約519,000橋（72%）

橋梁
約73万橋

【日本】 【米国】

（参考）道路管理者別の橋梁数を米国と比較

出典）日本 道路局調べ(H27.12時点）
米国 FHWA（Federal Highway Administration）ホームページ （2014.12時点）
※StateにはFederal(約1万橋)を含む

【円グラフ：道路種別別の橋梁数】

兵庫県 道路メンテナンス会議
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高齢化する道路施設
全国約７３万橋のうち建設年度別の橋梁数の分布を見ると、昭和30年から50年に

かけて建設されたものが約26％と多くなっています。

建設後50年を経過した橋梁の割合は、現在は約20％ですが、10年後には約44%に
急増します。特に橋長15m未満の橋梁では、約半数が建設後50年を経過します。

兵庫県内 建設から50年が経過する道路橋の割合

※この他に建設年度不明橋梁約23万橋 （出典）道路局調べ(H27.12時点）

平均橋齢：38歳

兵庫県 道路メンテナンス会議

平成26･27年度の定期点検結果
平成26年7月より、道路管理者は、全ての橋梁、トンネル等について、５年に１

度、近接目視で点検を行い、点検結果として健全性を４段階に診断することになり

ました。

船（フロート）による点検橋梁点検車による点検 移動式吊足場による点検

〇 平成27年度において、橋梁は全国約73万橋のうち、約14万橋 の
点検を実施しました。

〇 なお、各管理者別の点検実施率は、全体で約19%、管理者別では、
国土交通省 約19%、高速道路会社約20%、都道府県・政令市等
約20%、市区町村 約19%となっています。

点検実施状況（全体）

〇 平成27年度に点検を実施した橋梁のうち、緊急又は早期に修繕などの措置を行う必要のある橋梁が、国は約9％（547橋）であるのに対し
て、市区町村では約10％（9,420橋）となっています。

〇 建設経過年数が長くなるほど、早期に修繕などの措置が必要な橋梁の割合が多くなっています。
〇 緊急措置段階である判定区分Ⅳの橋梁については、速やかに緊急措置を実施したところです。（年報にリストを添付）

■判定区分と建設経過年度（橋梁）

〔市区町村〕

点検結果（橋梁）

定義

Ⅰ 健　全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階
道路橋の機能に支障が生じていないが，予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり，早期に措置を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じている，又は生じる可能性が著しく高く，緊急に措置
を講ずべき状態。

区分

○橋梁、トンネル等の点検結果は、健全性を4 段階に区分します。

兵庫県 道路メンテナンス会議

〇 緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋、跨線橋、緊急輸送道路を構成する橋梁
について、それぞれの点検実施率は、約39%、約29%、約38%と、い
ずれも、橋梁全体の点検実施率（約28%）を上回っています。
■点検実施状況（最優先で点検すべき橋梁）

点検実施状況（最優先で点検すべき橋梁）

■点検実施状況（橋梁・トンネル・道路附属物等）

〔国土交通省〕
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老朽化による損傷事例
（道路橋の３大損傷）

① 塩 害

大型車等の重交通が多いと、疲労が

蓄積して鋼材に亀裂が発生します。亀

裂は板が完全に分断されてしまう損傷

なので、落橋につながる損傷になりま

す。

海岸に面して建設された橋梁は、冬の季節風や台風により潮風に晒されることにより、コンクリート内部に塩分が侵入し、コン

クリート内部の鉄筋を腐食させます。雪国の凍結防止剤散布地域でも同様の損傷が発生します。

道路橋の主要な部材（自動車の荷重を受け持つ主桁等）の鉄筋が塩害により錆びると、荷重に抵抗する耐荷力が小さくなり、落

橋につながるような損傷になります。

② アルカリ骨材反応

強アルカリ性を示すコンクリート中のセメ

ントと化学反応する骨材が使用されていると、

水分の供給によりコンクリートが膨張し、亀

甲状のひびわれが発生します。右の写真は橋

脚（橋を支える脚の部分）に損傷が発生した

事例です。

アルカリ骨材反応は、コンクリートの癌と

も呼ばれ、完治が難しい損傷です。

③ 疲 労

大型車等の重交通が多いと、疲労が

蓄積して床版（路面を支える床）が

陥没します。床版に穴が開くと、自

動車事故の危険があります。

塩害のメカニズム

アルカリ骨材反応のメカニズム

床版の疲労損傷のメカニズム

兵庫県 道路メンテナンス会議



橋梁の状況

点検頻度

１年

２年

３年

４年 補修対策 点検確認

５年

６年

経過観察

経過観察

定期点検

健全度10未満

５年／対策まで１年

定期点検

２年

【背 景】
老朽化した社会資本の急速な増加は、我が

国全体の大きな問題となっています。

しかし、県内の市町においては、技術職員

の不足や厳しい財政状況により、早急な補修

対策が極めて困難な状況にあります。

【目 的】
このため、公益財団法人兵庫県まちづくり技術センターでは、県内市町を総合的に支援する

公的機関として、平成27年3月に創設された『ひょうご橋守隊』を市町インフラ老朽化対策の

一貫として支援しています。

１ 『ひょうご橋守隊』とは
道路橋点検士、技術士、コンクリート診断士

等の資格を有し、道路橋に関する高度な技術力

を有する県土木技術職OBによるボランティア

団体で市町橋梁の点検支援活動をしています。

２ 支援概要
市町においては、５年に1回の定期点検により損

傷が確認された橋梁は、長寿命化修繕計画に基づき

計画的な修繕や架替えを予定しています。

しかし、計画的な修繕や架替えを行うまでの間、

橋梁の安全性を確保することが必要となります。

そこで、『ひょうご橋守隊』を派遣し、損傷状況

の経過観察を無償で代行することにより、市町が管

理する橋梁の適切な維持管理を支援しています。

３ 活動状況
平成27年度は、隊員16名で10町（106橋）、平成28年度は、隊員22名で15市町（244

橋）の経過観察を行いました。今年度は、隊員を35名に増員し、8班体制で特に技術職員が不

足している13市町（269橋）に対して活動する予定です。

ひ
ょ
う
ご
橋
守
隊
に
よ
る
支
援

『ひょうご橋守隊』総会 (H29年5月31日)

『ひょうご橋守隊』による支援頻度のイメージ

『ひょうご橋守隊』 活動状況 活動実績橋梁数一覧

市町名
平成27年度
観察橋梁数

平成28年度
観察橋梁数

平成29年度
(予定)観察橋梁数

豊岡市 65 51

養父市 39 54

川西市 11 22

加西市 21 13

西脇市 8 6

稲美町 6 1 0

播磨町 4 4 0

神河町 8 10 6

市川町 29 27 27

福崎町 8 6 11

香美町 5 13 14

太子町 4 5 12

上郡町 8 6 6

佐用町 29 27 45

多可町 5 1 2

合　　　計 106 244 269

（平成29年度版）

Administrator
長方形

Administrator
タイプライターテキスト
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公益財団法人 兵庫県まちづくり技術センターとは
・兵庫県の安全・安心な社会基盤整備を総合的に支援する
ことにより公共の福祉に寄与することを目的とした、高
度な技術力と豊富な実績を有する公益財団法人

・平成８年４月の設立で出捐は兵庫県及び県内全市町

６ 連 絡 先
担当課 ： まちづくり推進部 市町計画課
連絡先 ： 【TEL】 ０７８－３６７－１２２８

【FAX】 ０７８－３６７－１２２９
【E-mail】 shichou_info@hyogo-ctc.or.jp

４ 活動成果
『ひょうご橋守隊』は、観察した結果を右のような

活動報告書としてまとめます。また、年度末には市町

を訪問して結果を報告しています。

特に、下記のような橋梁については、直ちに市町に

報告するとともに、対策について助言を行います。

しかし、対策の判断が困難な場合は、センターの技

術顧問を通じて、専門的な指導や助言を行います。

・明らかに通行の安全性が確保できないもの

・深刻な劣化が急速に進行しているもの

これまで、経年劣化による腐食やひび割れ等若干の

進展は見られましたが、多くの橋梁の安全を確認する

ことができました。

しかし、なかには、定期点検時点と比べ急速に劣化

が進展しており、応急対応が必要であると市町に報告

し、対応していただいた橋梁もありました。

このような『ひょうご橋守隊』の活動は、国土交通

省で募集された「インフラメンテナンスに係るグッド

プラクティス」に選ばれました。
インフラメンテナンス グッドプラクティスの報告資料

写真共有システム模式図

写真帳様式チェックシート様式

５ 効率的な活動に向けた取組
「ひょうご橋守隊」の活動をより円滑かつ効率的に行うため、タブレットを活用した経過観

察に取り組んでいます。

今後、この取組が円滑に行えるようであれば橋梁定期点検に応用させたいと考えています。

活動報告書（左：チェックシート、右：写真帳）

【外業】

現場写真はタブレットを通じてDBに登録

【内業】

現場写真を登録することで、橋守隊員間

およびセンターと写真を共有することが

できます。

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

対象橋梁ま

でのルート

案内をしま

す。

登録




